
様式第１号（第５条関係） 
会議概要 

会 議 の 名 称 令和３年久喜市選挙管理委員会第５回 
開 催 年 月 日 令和３年１０月７日（木） 
開 始 ・ 終 了 時 刻 午前９時から午前９時１５分 
開 催 場 所 久喜市役所 ４階 第３会議室 
議 長 氏 名 髙橋和雄 委員長 
出席委員（者）氏名 髙橋和雄 委員長 

鈴木一吉 委員長職務代理 
岩本尊德 委員 

欠席委員（者）氏名 田中義明 委員 
説 明 者 の 職 氏 名 係長 廣瀨 哲也 
事務局職員職氏名 選挙管理委員会事務局長 大越 政実 

選挙管理委員会選挙係長 廣瀨 哲也 
選挙管理委員会選挙係 担当主査 染谷 匠  

会 議 次 第  １ 開会 
２ 会議録署名委員の指名 
３ 委員長提出議案の上程 
４ 提案理由の説明 
５ 議案に対する質疑 
６ 討論・採決 
７ 諸報告 
８ 閉会 

配 布 資 料 なし 
会議の公開又は非公開 公開 
傍 聴 人 数 ０人 



様式第２号（第５条関係）  
審議会等会議録 

発言者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 
委員長        
事務局    
委員長     
事務局    
委員長     
事務局       
委員長  

１ 開会 
２ 会議録署名委員の指名 鈴木一吉委員 
３ 提出議案の上程 
４ 提案理由の説明 
５ 議案に対する質疑 
６ 討論・採決  
議案第３４号 ポスター掲示場設置の場所の決定について 
議案朗読  衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置については、令和元
年参院補選と同じ、計２８９箇所となっております。  
議案に対する質疑 
質疑なし 
原案どおり決定  
議案第３５号 ポスター掲示場にポスターを掲示できる区画数の決定について 
議案朗読  埼玉県選挙管理委員会書記長からの通知のとおり埼玉県第１３区、埼玉県第１４
区をともに８区画とするものです。  
議案に対する質疑 
質疑なし 
原案どおり決定  
議案第３６号 登録の移替えの延期を定めることについて 
議案朗読  登録の移替えを延期する期間を、令和３年１０月８日から第４９回衆議院議員総
選挙執行期日までとするものです。 
※ １０月７日現在の情報を元に選挙人名簿を調製します。市内転居について
は、この期間、異動処理をしないため、市内転居した有権者は、転居前の住

所地の投票所で投票していただくことになります。  
議案に対する質疑 
質疑なし 



   
事務局        
委員長      
事務局        
委員長     
事務局     
委員長     

原案どおり決定  
議案第３７号 期日前投票所の指定について 
議案朗読  期日前投票所については、市内６箇所（市役所、３総合支所、モラージュ菖蒲及
びクッキープラザ）です。ただし、小選挙区の選挙区ごとに投票できる方を限定し

ており、久喜地区・菖蒲地区の方は市役所と菖蒲コミュニティセンターの、栗橋地

区・鷲宮地区の方は栗橋総合支所と鷲宮総合支所の期日前投票所で投票できるよう

指定しております。また、モラージュ菖蒲及びクッキープラザでは久喜市の全地区

の方が投票できます。  
議案に対する質疑 
質疑なし 
原案どおり決定  
議案第３８号 期日前投票所を開く時刻の繰下げについて 
議案第３９号 期日前投票所を閉じる時刻の繰下げについて 
議案朗読 
モラージュ菖蒲の開く時刻を、施設の開店に合わせて１０時として、１時間

３０分繰下げます。 
また、クッキープラザについては、開く時刻を３時間３０分繰下げて正午と

し、閉じる時刻を１時間繰下げて、２１時とするものです。ただし、期日前投

票の最終日である選挙期日の前日は閉じる時刻は繰下げず、２０時までとしま

す。  
議案に対する質疑 
質疑なし 
原案どおり決定  
議案第４０号 在外選挙人が投票を行う期日前投票所の指定について 
議案朗読  小選挙区の区域が分かれているため、最終住所地又は本籍地が久喜地区・菖蒲地
区の方は久喜市役所第６会議室、栗橋地区・鷲宮地区の方は鷲宮総合支所４０７会

議室と指定するものです。  
議案に対する質疑 
質疑なし 
原案どおり決定  
議案第４１号 公示日以前における不在者投票用紙等の郵送開始期日の決定につ



 
事務局    
委員長      
事務局    
委員長      
事務局    
委員長    
事務局   
委員長 

いて 
議案朗読  事前に請求のあった不在者投票希望者へ、公示日前２日から投票用紙の送付を開
始できるようにするものです。  
議案に対する質疑 
質疑なし 
原案どおり決定  
議案第４２号 公示日以前における特例郵便等投票用紙等の郵送開始期日の決定
について 
議案朗読  事前に請求のあった特例郵便等投票対象者に対して、公示日前２日から投票用紙
を送付できるようにするものです。  
議案に対する質疑 
質疑なし 
原案どおり決定  
議案第４３号 公示日以前における在外選挙人名簿に登録されている選挙人に対
する不在者投票用紙等の郵送開始期日の決定について 
議案朗読  事前に請求のあった在外選挙人に対して、公示日前２日から投票用紙を送付でき
るようにするものです。  
議案に対する質疑 
質疑なし 
原案どおり決定  
７ 諸報告  なし  
８ 閉会 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 
令和３年１０月１８日 

委 員 長  髙 橋 和 雄 
署名委員  鈴 木 一 吉  


